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(57)【要約】
【課題】薄型で光取り出し効率の高い発光装置を提供す
る。
【解決手段】発光装置は、底面及び側壁を有する凹部が
設けられる基体と、凹部の底面に上面が露出されると共
に、下面が外表面を形成する導電部材と、凹部内に設け
られた突起部と、凹部内に載置され、導電部材と電気的
に接続される発光素子と、発光素子を被覆するよう凹部
内に設けられる封止部材とを備える。基体は、底面部と
側壁部とが一体成型されてなる樹脂からなる。凹部は、
側壁の内面において曲面を有している。突起部は、曲面
に近接して設けられている。これにより、光取り出し効
率や信頼性に優れた薄型・小型の発光装置とすることが
できる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部を備えた樹脂パッケージであって、
　前記凹部の底面の底面部と、前記底面部と一体成形される側壁部とを有する基体と、
　前記凹部の底面に上面が露出されると共に、下面が外表面を形成する導電部材と、
を備え、
　前記側壁部は、その内面であって前記底面から離間する位置に、先端の外径が大きい突
起部を有することを特徴とする樹脂パッケージ。
【請求項２】
　前記突起部は、断面形状が略Ｔ字状である請求項１記載の樹脂パッケージ。
【請求項３】
　前記突起部は、高さ方向又は水平方向に複数設けられてなる請求項１又は請求項２記載
の樹脂パッケージ。
【請求項４】
　前記側壁部の開口部は、上面視形状が直線部及び曲面部を有するトラック形状である請
求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂パッケージ。
【請求項５】
　前記突起部は、前記曲面部に設けられる請求項４に記載の樹脂パッケージ。
【請求項６】
　前記導電部材は、間に基体の底面部を介して対向して配置され、前記突起部は、前記底
面部と導電部材との境界近傍に設けられる請求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂パッ
ケージ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の樹脂パッケージと、
　前記凹部の底面に載置される発光素子と、
　前記発光素子を封止する封止部材と、
を備える発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディスプレイのバックライト光源
等に利用可能な発光装置に利用できる樹脂パッケージ及びその製造方法と、それを用いた
発光装置に関し、特に、薄型／小型タイプで信頼性が高い樹脂パッケージ及びそれを用い
た発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型化・軽量化に伴い、それらに搭載される発光装置（発光ダイオー
ド）も小型化されたものが種々開発されている。これらの発光装置は、例えば絶縁基板の
両面にそれぞれ一対の金属導体パターンが形成された両面スルーホールプリント基板を用
いている。両面スルーホールプリント基板に発光素子を載置し、ワイヤ等を用いて金属導
体パターンと光半導体素子とを電気的に導通させるような構造を有している。
【０００３】
　しかしながら、このような発光装置は、両面スルーホールプリント基板を使用すること
が必須条件である。この両面スルーホールプリント基板は、少なくとも０．１ｍｍ程度以
上の厚みがあるため、表面実装型の発光装置の徹底した薄型化を阻害する要因となってい
る。しかも、このような基板は樹脂パッケージに比べて加工精度が悪いため、小型化には
不向きである。そのため、このようなプリント基板を使用しない構造の発光装置が開発さ
れている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００５－７９３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されている発光装置は、基板に蒸着等によって薄い金属膜を形成して
電極とし、発光素子と共に透光性樹脂で封止することで、従来の表面実装型の発光装置に
比べて薄型化が可能となっている。
【０００６】
　しかしながら、この発光装置は透光性樹脂のみを用いているため、光が発光素子から下
面方向に抜けてしまい、光の取り出し効率が低下しやすい。また擂鉢状の金属膜を設けて
光を反射させるような構造も開示されているが、このような金属膜を設けるには基板に凹
凸を設ける必要がある。そうすると、発光装置が小型化されているためこの凹凸も極めて
微細なものになり、加工が困難になるだけでなく、凹凸構造により基板の剥離時に破損し
やすくなって歩留まりが低下する等の問題が生じやすい。また、ディスプレイ等に用いる
場合、透光性樹脂のみを用いているとコントラストが悪くなり易いという問題もある。そ
のため、金属膜に枠体を貼り付けるなどによって光が抜けにくくすることもできるが、そ
の分だけ厚みが増してしまう。本発明は、このような問題点を解決するためになされたも
のであり、その主な目的は、薄型で光取り出し効率に優れた樹脂パッケージとそれを用い
た発光装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上の課題を解決するため、本発明の発光装置は、底面及び側壁を有する凹部が設けら
れる基体と、凹部の底面に上面が露出されると共に、下面が外表面を形成する導電部材と
、凹部内に設けられた突起部と、凹部内に載置され、導電部材と電気的に接続される発光
素子と、発光素子を被覆するよう凹部内に設けられる封止部材とを備える。基体は、底面
部と側壁部とが一体成型されてなる樹脂からなる。凹部は、側壁の内面において曲面を有
している。突起部は、曲面に近接して設けられている。これにより、光取り出し効率や信
頼性に優れた薄型・小型の発光装置とすることができる。
【０００８】
　突起部は、凹部の側面に設けることができる。また凹部は、側壁の内面において傾斜具
合が変化する部分を有しており、突起部を、内面の傾斜具合が変化する部分に設けること
もできる。この突起部は、内面の曲面に設けることが好ましい。さらに突起部は、側壁部
の内面で、上面よりも底面に近い側に設けてもよい。あるいは突起部は、凹部において高
さ方向又は水平方向に複数設けることもできる。
【０００９】
　一方で凹部は、側壁の内面が平面部及び曲面部を有し、突起部をこの曲面部に設けるこ
ともできる。さらにまた、導電部材は、鍍金層とできる。また基体は、熱硬化性樹脂とで
きる。
【００１０】
　加えて、発光装置は基体の底面部に窪みを有してもよい。凹部を構成する基体は、その
底面部の上面に窪みを設けてもよい。すなわち凹部は、その底面側を平面とせずに、部分
的に窪ませた形状とする。これにより、底面を平面状とせずに起伏を設け、封止部材と底
面との接合力を一層増すことができる。
【００１１】
　また他の発光装置は、底面及び側壁を有する凹部が設けられる基体と、前記凹部の底面
に上面が露出されると共に、下面が外表面を形成する導電部材と、前記凹部内に載置され
、前記導電部材と電気的に接続される発光素子と、前記発光素子を被覆するよう前記凹部
内に設けられる封止部材とを備え、前記基体は、底面部と側壁部とが一体成型されてなる
樹脂からなり、前記凹部は、その底面に窪みを形成することができる。これによって、底
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面を平面状とせずに起伏を設け、封止部材と底面との接合力を一層増すことができる。
【００１２】
　また他の発光装置は、底面及び側壁を有する凹部が設けられる基体と、凹部の底面に上
面が露出されるとともに、下面が外表面を形成する導電部材と、凹部内に載置され、導電
部材と電気的に接続される発光素子と、発光素子を被覆するよう凹部内に設けられる封止
部材とを有する。基体は、底面部と側壁部とが一体成型されてなる樹脂からなり、側壁部
の内面は、上面よりも底面に近い側に突起部を有することを特徴とする。これにより、光
取り出し効率や信頼性に優れた薄型・小型の発光装置とすることができる。また凹部は、
側壁の内面が平面部及び曲面部を有しており、突起部は、この曲面部に設けられる。突起
部は、凹部において高さ方向又は水平方向に複数設けられてなることが好ましい。さらに
導電部材は、鍍金層とできる。加えて基体は、熱硬化性樹脂からなる。
【００１３】
　本発明の樹脂パッケージは、底面及び側壁を有する凹部が設けられる基体と、凹部の底
面に上面が露出されると共に、下面が外表面を形成する導電部材と、凹部内に設けられた
突起部とを備える。基体は、底面部と側壁部とが一体成型されてなる樹脂からなり、凹部
は、前記側壁の内面において曲面を有する。また突起部は、前記曲面に近接して設けられ
ている。これにより、凹部内に配設可能な部材との固定力を強化できる。
【００１４】
　また他の樹脂パッケージは、底面及び側壁を有する凹部が設けられる基体と、凹部の底
面に上面が露出されると共に、下面が外表面を形成する導電部材と、凹部内に設けられる
封止部材とを備える。この基体は、底面部と側壁部とが一体成型されてなる樹脂からなり
、凹部は、その底面に窪みが形成されている。
【００１５】
　さらに発光装置の製造方法は、導電部材を用意する工程と、上型及び下型を有する金型
の内面に離型シートを、該金型の凸部に沿うように引き伸ばして配置すると共に、導電部
材を、該金型の上型及び下型の間に挟み込むようにセットする工程と、金型内に樹脂を注
入し、該樹脂の流動抵抗により該引き伸ばされた離型シートが伸び率の限界を越えること
で、成型後の基体の凹部の内面に相当する金型の凸部の側面に、開口部を生じさせると共
に、凹部の内面に突起部を形成する工程と、基体の凹部の底面に、発光素子を接合する工
程と、凹部内に封止部材を充填する工程とを含むことができる。
【００１６】
　また他の発光装置の製造方法は、支持基板の表面に導電部材をめっきによって形成でき
る。
【００１７】
　さらに樹脂パッケージの製造方法は、導電部材を用意する工程と、上型及び下型を有す
る金型の内面に離型シートを、この金型の凸部に沿うように引き伸ばして配置すると共に
、導電部材を、金型の上型及び下型の間に挟み込むようにセットする工程と、金型内に樹
脂を注入し、樹脂の流動抵抗により引き伸ばされた離型シートが伸び率の限界を越えるこ
とで、成型後の基体の凹部の内面に相当する金型の凸部の側面に、開口部を生じさせると
共に、凹部の内面に突起部を形成する工程とを含む。
【００１８】
　また他の樹脂のパッケージの製造方法は、支持基板の表面に導電部材をめっきによって
形成してもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の発光装置によれば、発光素子からの光が下面側から漏れ出すのを防ぎ、上面方
向への光の取り出し効率が向上された発光装置が歩留まり良く得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１Ａ】本発明の実施例１に係る発光装置を示す斜視図である。
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【図１Ｂ】図１Ａに係る発光装置のＩＢ－ＩＢ’断面における断面図である。
【図２Ａ】本発明の実施例２に係る発光装置を示す斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ａの発光装置のＩＩＢ－ＩＩＢ’断面における断面図である。
【図２Ｃ】図２Ａの発光装置のＩＩＣ－ＩＩＣ’断面における断面図である。
【図２Ｄ】窪みの変形例を示す一部拡大図である。
【図３】突起部の変形例を示す一部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明を実施するための形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、以下に
示す形態は、本発明の発光装置及びその製造方法を例示するものであって、本発明を以下
の形態に限定するものではない。また、本明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、
実施の形態の部材に限定するものでは決してない。特に、実施の形態に記載されている構
成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、限定的な記載がない限りは、本発明の
範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す
部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以
下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、
詳細説明を適宜省略する。
【実施例１】
【００２２】
　実施例１の発光装置１００を、図１Ａ、図１Ｂに示す。図１Ａは発光装置１００の斜視
図、図１Ｂは、図１Ａに示す発光装置１００のＩＢ－ＩＢ’断面における断面図を示す。
【００２３】
　実施例１において、発光装置１００は、図１Ａ、図１Ｂに示すように、底面及び側壁を
有する凹部Ｓが設けられる基体１０１と、凹部Ｓの底面に上面が露出される一対の導電部
材１０２とを有する。導電部材１０２は、その下面が発光装置１００の外表面を形成する
ように設けられており、基体１０１と共に発光装置１００の下面の一部を構成している。
凹部Ｓ内には、導電部材１０２と導電性ワイヤ１０５等によって電気的に接続される発光
素子１０２が、接合部材（図示せず）を用いて載置されている。さらにこの発光素子１０
３等を被覆するよう、凹部Ｓ内には透光性の封止部材１０４が設けられている。
【００２４】
　また基体１０１は底面部１０１ｂと側壁部１０１ａとが一体成型されてなる樹脂からな
り、この側壁部１０１ａの内面には、上面よりも底面に近い側に突起部１０１ｃを有する
。
【００２５】
　（基体）
　基体１０１は、遮光性を有する各種充填材等を添加することで発光素子１０３からの光
を遮光可能な樹脂であり、正負一対の電極として機能する導電部材１０２を保持するよう
に設けられる。
【００２６】
　基体１０１には、導電部材間を絶縁させるための基体の底面部１０１ｂが設けられてお
り、これによって発光装置１００の下面側から光が漏れ出すのを抑制することができ、上
面方向への光の取り出し効率を向上させることができる。更に、基体１０１には側壁部１
０１ａが設けられることで凹部Ｓが形成されており、これによって発光装置１００の側面
側に光が放出されるのを抑制し、上面方向に向けて効率よく光を放出することができる。
このような基体の底面部１０１ｂと側壁部１０１ａとは、同一の樹脂によって一体成型さ
れており、接合部等を有しないことで光の漏れを抑制し、一つの工程で効率よく成型する
ことができる。
【００２７】
　この凹部Ｓは、底面から上面までの高さ（深さ）は、０．５ｍｍ以下が好ましく、また
０．４ｍｍ以下とするのがより好ましく、さらには０．３５ｍｍ以下とするのが一層好ま
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しい。このような、比較的深さの浅い凹部の場合、凹部内に充填される封止部材との接触
面積が少ないため、密着性が低下しやすい。そのため、本願のような、側壁部の内面に突
起部を有することで、基体と封止部材との密着性を向上することができる。
【００２８】
　また、導電部材の表面がＡｇである場合、硫黄含有ガスによって劣化（硫化）しやすい
ため封止部材としては硬い材料を用いるのが好ましい。しかしながら、そのような材料は
リフロー実装時にかかる熱的ストレスによって、側壁部の内面との界面で剥離し易くなる
が、本願のような突起部を設けることにより、それらを剥がれにくくすることができる。
特に、凹部の深さが浅い場合、封止部材の表面から導電部材までの距離が短くなるため、
本願のような突起部を用いることで、比較的硬質な封止部材であっても剥がれを低減する
ことができる。
【００２９】
　基体の外形は、図１Ａに示すような上面視が長方形のものの他、正方形や多角形、円形
や、それらを組み合わせたような形状等、任意のものとすることができる。更に凹部の開
口部の形状についても、正方形、長方形、円形、楕円形、トラック形、多角形、或いはこ
れらを組み合わせたような形状等、任意の形状とすることができる。好ましくは、トラッ
ク形状であり、上面視が長方形の基体の長手方向の略中央部に直線部を有し、短手方向に
曲線部を有する形状が好ましい。
【００３０】
　凹部の側壁の内面は、底面に対して垂直か、或いは、図１Ｂに示すように、上面側が底
面側よりも広くなるよう傾斜させた面とするのが好ましい。また、離型シートを用いて金
型で基体を成型する場合は、凹部の底面と内面との角部が、弾性を有する離型シートによ
って丸みを帯びる形状としてもよい。この場合、導電部材の上に内面から連続し、凹部底
面の中央部に向かって徐々に厚みが薄くなる側壁が形成されるようになる。角部に丸みを
持たせることで、凹部内に充填される封止部材に空気を含ませ難いようにすることができ
、また、硬化時にかかる応力を分散させて基体から剥がれ難くすることができる。
【００３１】
　側壁部１０１ａの内面には突起部１０１ｃが形成されており、この突起部１０１ｃも底
面部１０１ｂ及び側壁部１０１ａと共に一体成型されている。突起部１０１ｃは、図１Ａ
、図１Ｂに示すように、側壁部の内面のうち、上面よりも下面に近い側に形成されている
。好ましくは、内面の高さ方向の中央近傍から下面側に延伸するよう設け、凹部の底面に
達していてもよく、或いは、図示するように凹部の底面から離間するように設けてもよい
。
【００３２】
　また突起部は、凹部の内周のうち、どの位置に設けてもよいが、図１Ａに示すように、
開口部の上面視形状が直線部及び曲線部を有するトラック形状であって、それに伴って内
面が平面部と曲面部を有するような凹部の場合は、内面の曲面部に設けるのが好ましい。
また内面の傾斜具合が変化する部分、例えば曲率半径が他と異なる曲面や、コーナー、ま
たはその近傍等に設けることが好ましい。このように突起部を曲面に近接して凹部と一体
的に設けることで、基体の機械的強度を増すことができる。特に曲面近傍で凸状の突起部
を複数設けることで、応力の集中する曲面での強度アップを図り、信頼性を高めることが
できる。例えば図１Ａでは、突起部１０１ｃは内面のうち一方の曲面部に４つ設けられて
いる。この位置は、封止部材１０４の硬化時に生じる収縮によって応力を受けやすい部分
である。そのため硬化収縮・リフロー等の熱ストレスにより剥離しやすい。封止部材１０
４と基体１０１が剥離してしまうと導電部材１０２に接続される導電性ワイヤ１０５への
応力がかかり易くなる。そのため、導電性ワイヤが断線する等の問題が生じる場合がある
が、突起部１０１ｃを設けていることで剥離による影響を緩和して、断線を低減すること
ができる。このように凹部は、側壁の内面において傾斜具合が変化する部分を有している
ので、このような内面の傾斜具合が変化する部分に突起部を設けることで、この部分での
剥離による影響を緩和できる。また図１Ｂに示すように、凹部Ｓを構成する基体１０１の



(7) JP 2015-181202 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

内面に突起部１０１ｃを設けることで、凹部Ｓに充填される封止部材１０４と基体１０１
との界面での食いつきをよくし、接着力を高めることもできる。特に凸状の突起部を凹部
の中心側に突出させることで、アンカー効果も得られる。加えて、発光素子を設ける凹部
の内面に突起部を設けることで、発光素子からの光を乱反射させ、外部への光の取り出し
効率の向上も期待できる。
【００３３】
　なお図１Ａでは、突起部は片方の曲面部に４つ設けられているが、これに限らず１つ又
は複数個設けることができる。複数の突起部は、凹部において高さ方向又は水平方向の一
方向のみならず、２次元的に複数設けることができる。また２つの曲面部に、それぞれ同
一形状、同一数の突起部を設けなくともよく、それぞれ異なった形状や、数の突起部を設
けてもよい。更に、平面部に設けても構わない。
【００３４】
　また、ここでは互いに離間する楕円状の突起部１０１ｃが複数個設けられているが、形
状については、円形、四角形、多角形、或いはそれらが組み合わされた形状、さらには不
定形であってもよく、また、一部が連結されたような形状であってもよい。特に、凹部の
上面に近い側よりも、底面に近い側の幅が広くなる部分を有する形状の突起部や、凹部の
底面から離間する位置に設けられる突起部は、弾性のある離型シートを用いるからこそで
きる形状であり好ましい。
【００３５】
　基体１０１は、発光素子１０３からの光が遮光可能なものであれば、どのような部材で
も良い。但し、支持基板との線膨張係数の差が小さい部材が好ましい。さらに、絶縁性部
材を用いるのが好ましい。好ましい材料としては、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂等の樹脂
を用いることができる。特に、導電部材の膜厚が２５μｍ～５００μｍ程度の厚みの場合
、特に、２５μｍ～２００μｍ程度の極めて薄い厚みの場合は、熱硬化性樹脂が好ましく
、これによって極めて薄型の基体を得ることができる。更に、具体的には（ａ）エポキシ
樹脂組成物、（ｂ）シリコーン樹脂組成物、（ｃ）シリコーン変性エポキシ樹脂等の変性
エポキシ樹脂組成物、（ｄ）エポキシ変性シリコーン樹脂等の変性シリコーン樹脂組成物
、（ｅ）ポリイミド樹脂組成物、（ｆ）変性ポリイミド樹脂組成物等を挙げることができ
る。
【００３６】
　特に、熱硬化性樹脂が好ましく、特開２００６－１５６７０４号公報に記載されている
樹脂が好ましい。例えば、熱硬化性樹脂のうち、エポキシ樹脂、変性エポキシ樹脂、シリ
コーン樹脂、変性シリコーン樹脂、アクリレート樹脂、ウレタン樹脂等が好ましい。具体
的には、（ｉ）トリグリシジルイソシアヌレート、水素化ビスフェノールＡジグリシジル
エーテルからなるエポキシ樹脂と、（ｉｉ）ヘキサヒドロ無水フタル酸、３－メチルヘキ
サヒドロ無水フタル酸、４－メチルヘキサヒドロ無水フタル酸からなる酸無水物とを、当
量となるように溶解混合した無色透明な混合物を含む固形状エポキシ樹脂組成物を用いる
のが好ましい。さらにこれら混合物１００重量部に対して、硬化促進剤としてＤＢＵ（１
，８－Diazabicyclo（５，４，０）undecene－７）を０．５重量部、助触媒としてエチレ
ングリコールを１重量部、酸化チタン顔料を１０重量部、ガラス繊維を５０重量部添加し
、加熱により部分的に硬化反応させ、Ｂステージ化した固形状エポキシ樹脂組成物が好ま
しい。
【００３７】
　また、国際公開ＷＯ２００７／０１５４２６号に記載の、トリアジン誘導体エポキシ樹
脂を含むエポキシ樹脂を必須成分とする熱硬化性エポキシ樹脂組成物が好ましい。例えば
、１，３，５－トリアジン核誘導体エポキシ樹脂を含むことが好ましい。特にイソシアヌ
レート環を有するエポキシ樹脂は、耐光性や電気絶縁性に優れている。一つのイソシアヌ
レート環に対して、２価の、より好ましくは３価のエポキシ基を有することが望ましい。
具体的には、トリス（２，３－エポキシプロピル）イソシアヌレート、トリス（α－メチ
ルグリシジル）イソシアヌレート等を用いることができる。トリアジン誘導体エポキシ樹
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脂の軟化点は９０～１２５℃であることが好ましい。また、これらトリアジン誘導体エポ
キシ樹脂に、水素添加エポキシ樹脂や、その他のエポキシ樹脂を併用してもよい。更に、
シリコーン樹脂組成物の場合、メチルシリコーンレジンを含むシリコーン樹脂が好ましい
。
【００３８】
　特に、トリアジン誘導体エポキシ樹脂を用いる場合について具体的に説明する。トリア
ジン誘導体エポキシ樹脂に、硬化剤として作用する酸無水物を用いるのが好ましい。特に
、非芳香族であり、かつ、炭素炭素２重結合を有さない酸無水物を用いることで耐光性を
向上させることができる。具体的には、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ
無水フタル酸、トリアルキルテトラヒドロ無水フタル酸、水素化メチルナジック酸無水物
等が挙げられる。特にメチルヘキサヒドロ無水フタル酸が好ましい。また、酸化防止剤を
用いるのが好ましく、例えば、フェノール系、硫黄系の酸化防止剤を使用することができ
る。また、硬化触媒としては、エポキシ樹脂組成物の硬化触媒として公知のものが使用で
きる。
【００３９】
　さらに、これら樹脂中に遮光性を付与するための充填剤や、必要に応じて各種添加剤を
混入させることができる。本明細書においては、これらを含めて基体１０６を構成する遮
光性樹脂と称する。例えば、充填材（フィラー）としてＴｉＯ2、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｍ
ｇＯ、ＭｇＣＯ3、ＣａＣＯ3、Ｍｇ（ＯＨ）2、Ｃａ（ＯＨ）2等の微粒子等を混入させる
ことで光の透過率を調整できる。発光素子からの光の約６０％以上を遮光するよう、より
好ましくは約９０％を遮光するようにするのが好ましい。なお、基体１０６によって光を
反射するか、又は吸収するかどちらでもよい。発光装置を照明等の用途に用いる場合は、
より反射によって遮光するのが好ましい。その場合、発光素子からの光に対する反射率が
６０％以上であるものが好ましく、より好ましくは９０％以上であるものが好ましい。
【００４０】
　上記のような各種充填材は、１種類のみ、或いは２種類以上を組み合わせて用いること
ができる。例えば、反射率を調整するための充填材と、後述のように線膨張係数を調整す
るための充填材とを併用する等の用い方ができる。
【００４１】
　例えば、白色の充填剤としてＴｉＯ2を用いる場合は、好ましくは１０～３０ｗｔ％、
より好ましくは１５～２５ｗｔ％配合させるのがよい。ＴｉＯ2は、ルチル形、アナター
ス形のどちらを用いても良い。遮光性や耐光性の点からルチル形が好ましい。更に、分散
性、耐光性を向上させたい場合、表面処理により改質した充填材も使用できる。ＴｉＯ2

から成る充填材の表面処理にはアルミナ、シリカ、酸化亜鉛等の水和酸化物、酸化物等を
用いることができる。また、これらに加え、充填剤としてＳｉＯ2を６０～８０ｗｔ％の
範囲で用いるのが好ましく、さらに、６５～７５ｗｔ％用いるのが好ましい。また、Ｓｉ
Ｏ2としては、結晶性シリカよりも線膨張係数の小さい非晶質シリカが好ましい。また、
粒径が１００μｍ以下の充填材、更には６０μｍ以下の充填材が好ましい。更に、形状は
球形の充填材が好ましく、これにより基体成型時の充填性を向上させることができる。ま
た、ディスプレイ等に用いる場合であって、コントラストを向上させたい場合は、発光素
子からの光の吸収率が６０％以上、より好ましくは９０％以上吸収する充填材が好ましい
。このような場合、充填材としては、（ａ）アセチレンブラック、活性炭、黒鉛等のカー
ボンや、（ｂ）酸化鉄、二酸化マンガン、酸化コバルト、酸化モリブデン等の遷移金属酸
化物、もしくは（ｃ）有色有機顔料等を目的に応じて利用することができる。
【００４２】
　また、基体の線膨張係数は、５～３５×１０-6／Ｋに調整することが好ましく、さらに
７～２０×１０-6／Ｋに調整することが好ましい。これにより、基体成型後、冷却時に生
じる反りを抑制し易くすることができ、歩留まりよく製造することができる。尚、本明細
書において基体の線膨張係数とは、各種充填剤等で調整された熱硬化性樹脂組成物のガラ
ス転移温度以下での線膨張係数を指す。
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【００４３】
　また、別の観点から、基体の線膨張係数は、導電部材の線膨張係数との差が小さくなる
ように制御するのが好ましい。好ましくは導電部材に対して５０％以下、より好ましくは
４０％以下、更に好ましくは２０％以下の差とするのがよい。これにより、個片化後の樹
脂パッケージ及び発光装置において、導電部材と基体とが剥離するのを抑制し、信頼性に
優れた光半導体装置とすることができる。なお、本明細書において樹脂パッケージとは、
リードフレームの切断後の状態のみならず、切断前の状態をも含むことは言うまでもない
。
【００４４】
　また、導電部材としてメッキ（電鋳）を用いる場合、導電部材の線膨張係数は、個片化
する前に除去（剥離）される支持基板の線膨張係数との差が小さくなるように制御するの
が好ましい。３０％以下、より好ましくは１０％以下の差とするのがよい。支持基板とし
てＳＵＳ板を用いる場合、線膨張係数の差は２０ｐｐｍ以下が好ましく、１０ｐｐｍ以下
がより好ましい。この場合、充填材を７０ｗｔ％以上、好ましくは８５ｗｔ％以上配合さ
せるのが好ましい。これにより、支持基板と基体との残留応力を制御（緩和）することが
できるため、個片化する前の光半導体の集合体の反りを少なくすることができる。反りを
少なくすることで、導電性ワイヤの切断等内部損傷を低減し、また、個片化する際の位置
ズレを抑制して歩留まりよく製造することができる。例えば、基体の線膨張係数を５～２
５×１０-6／Ｋに調整することが好ましく、さらに好ましくは７～１５×１０-6／Ｋに調
整することが望ましい。これにより、基体成型後、冷却時に生じる反りを抑制し易くする
ことができ、歩留まりよく製造することができる。なお、本明細書において基体の線膨張
係数とは、各種充填剤等で調整された遮光性樹脂からなる基体のガラス転移温度以下での
線膨張係数を指す。この温度領域における基体の線膨張係数が、支持基板の線膨張係数と
近いことが好ましい。
【００４５】
　また、別の観点から、導電部材としてメッキ（電鋳）を用いる場合、基体の線膨張係数
は、導電部材の線膨張係数との差が小さくなるように制御するのが好ましい。好ましくは
５０％以下、より好ましくは４０％以下、更に好ましくは２０％以下の差とするのがよい
。これにより、個片化後の発光装置において、導電部材と基体とが剥離するのを抑制し、
信頼性に優れた発光装置とすることができる。
【００４６】
　（導電部材）
　導電部材は、発光素子への通電させるための一対の電極として機能させるものである。
本形態では、導電部材は、発光素子と導電性ワイヤ又はバンプ等を用いて電気的に接続さ
れるものであり、外部から電力を供給させるための正負一対の電極として機能する。発光
素子は導電部材上に直接或いはサブマウント等の別部材を介して間接的に載置することが
できる。また、電極として機能するのではなく、発光素子が載置されるのみで通電に寄与
しない導電部材を有していても構わない。
【００４７】
　本形態において、導電部材は、発光装置の下面において外表面を形成するよう、すなわ
ち、封止部材等で被覆されず外部（下面）に露出されるように設けられており、形状や大
きさ等については、発光装置の大きさや載置する発光素子等の数や大きさに応じて任意に
選択することができる。
【００４８】
　導電部材の上面は平坦な平面が好ましいが、微細な凹凸や、溝、孔等を有していてもよ
い。同様に、導電部材の下面も平坦な面とするのが好ましいが、微細な凹凸等が形成され
ていても構わない。
【００４９】
　また、導電部材の側面は平坦な面でもよい。ただ、基体との密着性等を考慮すると、導
電部材の側面は、図１Ｂに示すような基体１０１中に延出するような突起を有することが
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好ましい。この突起は、導電部材１０２の下面から離間した位置に設けるのが好ましく、
これにより導電部材が基体１０１から脱落する等の問題が生じ難くなる。また、突起に代
えて、導電部材の上面よりも下面が狭くなるように導電部材の側面を傾斜させてもよく、
これによって導電部材が脱落するのを抑制することができる。
【００５０】
　このような突起は、導電部材の周囲のうち、発光装置１００の外表面と異なる位置であ
れば任意の位置に設けることができる。例えば、上面視四角形の導電部材の対向する２つ
の側面にのみ設ける等、部分的に設けることができる。また、より確実に脱落を防ぐため
には、外表面を形成する面を除いて、導電部材の周囲全体に渡って形成するのが好ましい
。
【００５１】
　また、導電部材の厚みについては、２５μｍ以上５００μｍ以下が好ましく、２５μｍ
以上２００μｍ以下がより好ましく、５０μｍ以上１００μｍ以下が更に好ましい。導電
部材の厚みが１００μｍより大きい場合は、圧延された金属板や、鍍金を用いることがで
きる。更に、導電部材の厚み側を載置面として利用でき、この場合、載置面と直交する向
きに光を出射可能なサイドビュー型の発光装置とできる。また、１００μｍ以下のような
極めて薄い厚みを有する導電部材は、鍍金方法によって形成される鍍金（鍍金層）である
ことが好ましく、特に、積層された鍍金（層）であることが好ましい。
【００５２】
　各導電部材は、同じ材料を用いるのが好ましく、これにより工程を少なくすることがで
きる。ただし、異なる材料を用いても構わない。具体的な材料としては、銅、アルミニウ
ム、金、銀、タングステン、モリブデン、鉄、ニッケル、コバルト等の金属又はこれらの
合金（鉄－ニッケル合金等）、りん青銅、鉄入り銅、Ａｕ－Ｓｎ等の共晶はんだ、ＳｎＡ
ｇＣｕ、ＳｎＡｇＣｕＩｎ等のはんだ、ＩＴＯ等が挙げられる。はんだ材料の中でも、は
んだ粒子が一旦溶融し凝固するとはんだにより接合する金属とはんだが合金化して融点が
上昇し、リフロー実装時等の追加の熱処理時に再溶解しない組成に調整したものが好まし
い。
【００５３】
　これらは単体又は合金として用いることができる。更には積層（鍍金）する等して、複
数層設けることもできる。例えば、半導体素子として発光素子を用いる場合、導電部材の
最表面には、発光素子からの光を反射可能な材料を用いることが好ましい。具体的には金
、銀、銅、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｌ、Ｗ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ等が好ましい。更に最表面の導電部
材は高反射率、高光沢であることが好ましい。具体的には可視域の反射率は７０％以上で
あることが好ましく、その際はＡｇ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｔ、Ｐｄ等が好適に用いられる。ま
た、導電部材の表面光沢も高いほうが好ましい。好ましい光沢度は、０．３以上、より好
ましくは０．５以上、更に好ましくは１．０以上である。ここで示される光沢度は日本電
色工業製　微小面色差計ＶＳＲ　３００Ａを用い、４５°照射、測定領域がΦ０．２ｍｍ
、垂直受光で得られる数字である。また、導電部材の支持基板側には、回路基板等への実
装に有利なＡｕ、Ｓｎ、Ｓｎ合金、ＡｕＳｎ等の共晶はんだ鍍金等の材料を用いることが
好ましい。
【００５４】
　また、導電部材の最表面（最上層）と支持基板側（最下層）との間に、中間層を形成し
ても良い。導電部材や発光装置の機械的強度を向上させるためには、耐食性の高い金属、
例えばＮｉを中間層に用いるのが好ましい。また、放熱性を向上させるためには、熱伝導
率の高い銅を中間層に用いることが好ましい。このように、目的や用途に応じて、適した
部材を中間層に用いるのが好ましい。この中間層についても、上記の金属の他、Ｐｔ、Ｐ
ｄ、Ａｌ、Ｗ、Ｒｕ、Ｐｄ等を用いることができる。中間層として、最上層や最下層の金
属と密着性のよい金属を積層させてもよい。中間層の膜厚については、最上層や最下層よ
りも厚く形成するのが好ましい。特に、導電部材の全体の膜厚の８０％～９９％の範囲の
比率で形成するのが好ましく、更に好ましくは９０％～９９％の範囲とするのが好ましい
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。
【００５５】
　特に、金属からなる鍍金層の場合、その組成によって線膨張係数が規定されるため、最
下層や中間層は、比較的支持基板との線膨張係数が近いものが好ましい。例えば、支持基
板として、線膨張係数が１０．４×１０-6／ＫであるＳＵＳ４３０を用いた場合、その上
の導電部材は次に挙げるような金属を含む（主成分とする）積層構造とすることができる
。最下層側から、線膨張係数１４．２×１０-6／ＫであるＡｕ（０．０４～０．１μｍ）
、第１の中間層として線膨張係数１２．８×１０-6／ＫであるＮｉ（又は線膨張係数１６
．８×１０-6／ＫであるＣｕ）（２５～１００μｍ）、第２の中間層としてＡｕ（０．０
１～０．０７μｍ）、最上層として線膨張係数１１９．７×１０-6／ＫであるＡｇ（２～
６μｍ）等の積層構造が好ましい。最上層のＡｇは線膨張係数が他の層の金属と大きく異
なるが、発光素子からの光の反射率を優先しているためＡｇを用いている。最上層のＡｇ
を極めて薄い厚みとしているため、反りに対する影響は極めて微弱であり、実用的に問題
はない程度である。
【００５６】
　（封止部材）
　封止部材は、発光素子、受光素子、保護素子、導電性ワイヤ等の電子部品を、塵芥や水
分、外力等から保護する部材であり、基体の凹部内に設けられる。この凹部の側壁の内面
には、突起部が設けられているため、封止部材は基体から剥離し難くすることができる。
特に、導電部材の表面（凹部底面に露出されている面）は、反射率の高い銀が設けられて
いる場合、封止部材と基体との間が剥離してガス（特に硫黄成分含有ガス）が侵入すると
変色（着色）して反射率が低下し、光の取り出し効率が低下するが、突起部を設けること
で、封止部材と基体との剥離を低減し、銀の変色を抑制することができる。
【００５７】
　封止部材の材料としては、発光素子からの光を透過可能な透光性を有し、且つ、それら
によって劣化し難い耐光性を有するものが好ましい。更に、水蒸気ガス、硫黄成分含有ガ
ス等が透過し難く、例えば、水蒸気ガスが５０（ｇ/ｍｍ2・Ｄａｙ）以下程度（封止部材
の厚みは０．８ｍｍのとき）であるものが好ましい。また、硬化後の硬度が、ショアＤ硬
度が３０以上でより硬度の高いものが好ましいが、基体との密着性を考慮するなら３５以
上５０以下がより好ましい。このような硬さの封止部材は、硬化時の収縮や実使用時の熱
変化の際にかかる応力によって基体と剥離し易くなるが、凹部の内面に突起部を設けるこ
とで、それらが剥離し難いようにすることができる。
【００５８】
　封止部材の具体的な材料としては、シリコーン樹脂組成物、変性シリコーン樹脂組成物
、エポキシ樹脂組成物、変性エポキシ樹脂組成物、アクリル樹脂組成物等の、発光素子か
らの光を透過可能な透光性を有する絶縁樹脂組成物を挙げることができる。また、シリコ
ーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、フッ素樹脂及びこれらの樹脂を少なくとも１種以
上含むハイブリッド樹脂等も用いることができる。さらにまた、これらの有機物に限られ
ず、ガラス、シリカゾル等の無機物も用いることができる。このような材料に加え、所望
に応じて着色剤、光拡散剤、光反射材、各種フィラー、波長変換部材（蛍光部材）等を含
有させることもできる。封止部材の充填量は、上記電子部品が被覆される量であればよい
。
【００５９】
　封止部材の外表面の形状は、配光特性等に応じて種々選択することができる。例えば、
上面を凸状レンズ形状、凹状レンズ形状、フレネルレンズ形状等とすることで、指向特性
を調整することができる。また、封止部材の上に、更に別部材からなるレンズ等を設けて
もよい。さらに、蛍光体入り成形体（例えば蛍光体入り板状成形体、蛍光体入りドーム状
成形体等）を用いる場合には、封止部材として蛍光体入り成形体への密着性に優れた材料
を選択することが好ましい。蛍光体入り成形体としては、樹脂組成物の他、ガラス等の無
機物を用いることができる。
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【００６０】
　（接合部材）
　接合部材（図示せず）は、導電部材や基体の底面部の上に、発光素子、受光素子、保護
素子等を載置し接続させるための部材である。載置する素子の基板によって導電性接合部
材又は絶縁性接合部材のいずれかを選択することができる。例えば、絶縁性基板であるサ
ファイア上に窒化物半導体層を積層させた半導体発光素子の場合、接合部材は絶縁性でも
導電性でも良い。ＳｉＣ基板等の導電性基板を用いる場合は、導電性の接合部材を用いる
ことで導通を図ることができる。絶縁性の接合部材としては、エポキシ樹脂組成物、シリ
コーン樹脂組成物、ポリイミド樹脂組成物、それらの変性樹脂、ハイブリッド樹脂等を用
いることができる。これらの樹脂を用いる場合は、半導体発光素子からの光や熱による劣
化を考慮して、発光素子裏面にＡｌやＡｇ膜等の反射率の高い金属層や誘電体反射膜を設
けることができる。この場合、蒸着、スパッタ、薄膜を接合させる等の方法を用いること
ができる。また、導電性の接合部材としては、銀、金、パラジウム等の導電性ペーストや
、Ａｕ－Ｓｎ共晶等のはんだ、低融点金属等のろう材等を用いることができる。さらに、
これら接合部材のうち、特に透光性の接合部材を用いる場合は、その中に半導体発光素子
からの光を吸収して異なる波長の光を発光する蛍光部材を含有させることもできる。
【００６１】
　（導電性ワイヤ）
　発光素子の電極と、導電部材とを電気的に接続する導電性ワイヤとしては、金、銅、白
金、アルミニウム等の金属及びそれらの合金を用いることができる。特に、熱抵抗等に優
れた金を用いるのが好ましい。
【００６２】
　（波長変換部材）
　上記封止部材中に、波長変換部材として半導体発光素子からの光の少なくとも一部を吸
収して異なる波長を有する光を発する蛍光部材を含有させることもできる。
【００６３】
　蛍光部材としては、半導体発光素子からの光を、それより長波長に変換させるものの方
が効率がよい。ただ、これに限らず、半導体発光素子からの光を、短波長に変換させるも
の、或いは他の蛍光部材によって変換された光を更に変換させるもの等、種々の蛍光部材
を用いることができる。このような蛍光部材は、１種の蛍光物質等を単層で形成してもよ
いし、２種以上の蛍光物質等が混合された単層を形成してもよいし、１種の蛍光物質等を
含有する単層を２層以上積層させてもよいし、２種以上の蛍光物質等がそれぞれ混合され
た単層を２層以上積層させてもよい。
【００６４】
　発光素子として窒化物系半導体を発光層とする半導体発光素子を用いる場合、その発光
素子からの光を吸収し異なる波長の光に波長変換する蛍光部材を用いることができる。例
えば、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体や酸窒化物系
蛍光体を用いることができる。より具体的には、（ａ）Ｅｕ賦活されたα若しくはβサイ
アロン型蛍光体、各種アルカリ土類金属窒化シリケート、各種アルカリ土類金属窒化アル
ミニウムケイ素（例：ＣａＳｉＡｌＮ3：Ｅｕ、ＳｒＡｌＳｉ4Ｎ7：Ｅｕ等）、（ｂ）Ｅ
ｕ等のランタノイド系の元素、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に賦活されるアルカリ
土類金属ハロゲンアパタイト、アルカリ土類金属のハロシリケート、アルカリ土類金属シ
リケート、アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン、アルカリ土類金属アルミン酸塩、アルカリ
土類金属硫化物、アルカリ土類金属チオガレート、アルカリ土類金属窒化ケイ素、ゲルマ
ン酸塩、または、（ｃ）Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される希土類アルミン酸
塩、希土類ケイ酸塩、アルカリ土類金属希土類ケイ酸塩（ｄ）Ｅｕ等のランタノイド系元
素で主に賦活される有機及び有機錯体等、から選ばれる少なくともいずれか１以上である
ことが好ましい。好ましくは、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される希土類アル
ミン酸塩蛍光体であるＹＡＧ系蛍光体である。ＹＡＧ系蛍光体は、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ、
（Ｙ0.8Ｇｄ0.2）3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ、Ｙ3（Ａｌ0.8Ｇａ0.2）5Ｏ12：Ｃｅ、（Ｙ，Ｇｄ）
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3（Ａｌ，Ｇａ）5Ｏ12等の組成式で表される。また、Ｙの一部もしくは全部をＴｂ、Ｌｕ
等で置換したＴｂ3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ、Ｌｕ3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ等もある。さらに、上記蛍光
体以外の蛍光体であって、同様の性能、作用、効果を有する蛍光体も使用することができ
る。
【００６５】
　また、蛍光体をガラス、樹脂組成物等他の成形体に塗布したものも用いることができる
。さらに、蛍光体入り成形体も用いることができる。具体的には、蛍光体入りガラスや、
ＹＡＧ焼結体、ＹＡＧとＡｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、Ｂ2Ｏ3等の焼結体、無機融液中でＹＡＧを
析出させた結晶化無機バルク体等を用いることができる。蛍光体をエポキシ、シリコーン
、ハイブリッド樹脂等で一体成形したものも用いても良い。
【００６６】
　（発光素子）
　発光素子（半導体発光素子）には、同一面側に正負電極が形成された構造、或いは異な
る面に正負電極が形成された構造、成長基板とは異なる基板を貼り合わせた構造等、種々
の構造の半導体素子を用いることができる。
【００６７】
　半導体発光素子は、任意の波長のものを選択することができる。例えば、青色、緑色の
発光素子には、ＺｎＳｅや窒化物系半導体（ＩｎXＡｌYＧａ1-X-YＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、
Ｘ＋Ｙ≦１）、ＧａＰを用いることができる。また、赤色の発光素子としては、ＧａＡｌ
Ａｓ、ＡｌＩｎＧａＰ等を用いることができる。さらに、これ以外の材料からなる半導体
発光素子を用いることもできる。用いる発光素子の組成や発光色、大きさや、個数等は、
目的に応じて適宜選択することができる。
【００６８】
　蛍光物質を有する発光装置とする場合には、その蛍光物質を効率良く励起できる短波長
が発光可能な窒化物半導体（ＩｎXＡｌYＧａ1-X-YＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）が
好ましい。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択することができる。
【００６９】
　また、可視光領域の光だけでなく、紫外線や赤外線を出力する発光素子を用いることが
できる。さらには、発光素子と共にもしくは単独で、受光素子等を搭載することができる
。
【００７０】
　（支持基板）
　支持基板（図１Ａ、図１Ｂには図示せず）は、導電部材を鍍金によって形成するために
用いる金属又は金属を有する板状又はシート状部材であり、最終的に発光装置の集合体を
切断して発光装置として個片化する前に除去するため、発光装置には具備されない部材で
ある。支持基板としては、ＳＵＳ板等の導電性を有する金属板の他、ポリイミド等絶縁性
板やシートにスパッタ法や蒸着法によって導電膜を形成したものを用いることができる。
或いは、金属薄膜等を貼り付け可能な絶縁性の板状部材を用いることもできる。支持基板
は、工程の最終段階において除去、すなわち、導電部材や基体から剥がす必要がある。こ
のため、支持基板としては、折り曲げ可能な部材を用いる必要があり、材料にもよるが膜
厚１０μｍ～３００μｍ程度の板状部材を用いるのが好ましい。支持基板としては、上記
のＳＵＳ板の他、鉄、銅、銀、コバール、ニッケル等の金属板や、金属薄膜等を貼り付け
可能なポリイミドからなる樹脂シート等が好ましい。特に、アルテンサイト系、フェライ
ト系、オーステナイト系等、種々のステンレスを用いることが好ましい。特に好ましいの
は、フェライト系のステンレスである。特に好ましくは、４００系、３００系のステンレ
スが良い。更に具体的には、ＳＵＳ４３０（１０．４×１０-6／Ｋ）、ＳＵＳ４４４（１
０．６×１０-6／Ｋ）、ＳＵＳ３０３（１８．７×１０-6／Ｋ）、ＳＵＳ３０４（１７．
３×１０-6／Ｋ）等が好適に用いられる。４００系のステンレスは、鍍金の前処理として
酸処理を行うと、３００系に比し表面が荒れやすくなる。したがって、酸処理を行った４
００系のステンレスの上に鍍金層を形成すると、その鍍金層の表面も荒れやすくなる。こ
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れにより封止部材や基体を構成する樹脂との密着性を良くすることができる。また、３０
０系は酸処理では表面が荒れ難い。このため３００系のステンレスを用いれば、鍍金層の
表面の光沢度を向上させやすく、これにより発光素子からの反射率を向上して光取り出し
効率の高い発光装置とすることができる。
【００７１】
　また、導電部材の表面光沢を上げる場合、メッキや蒸着、スパッタ等の手法を用いて形
成する。より光沢度を上げるためには、支持基板の表面は平滑な方が好ましい。例えば、
支持基板としてＳＵＳを用いる場合は、結晶粒界の比較的小さな３００番台のＳＵＳを用
いることで、表面光沢の高い導電部材の最表面を得ることができる。
【００７２】
　また、樹脂成形後の反りを緩和するために支持基板にスリット、溝、波形状の加工を施
すこともできる。
【００７３】
　（離型シート）
　離型シート（フィルム）は、成型後の成形体が金型から取り外し易いよう（離型し易い
よう）に、成型樹脂が注入される部分に設けられるものであり、例えば上下金型で支持体
を矜持させて成型させる場合は、上型の下面や下方の上面に配置させるものである。
【００７４】
　凹部を有する基体を成型させるためには、金型に凸部を形成させる必要があり、金型よ
りも高い弾性を有する離型シートを用い、その凸部の形状に合わせるよう伸縮可能なもの
を用いる。離型シートは、金型に設けられる吸引口から空気を吸引することで、金型の凹
凸面に沿った形状に変形されて用いられる。このような高い弾性を有する離型シートを用
い、更に凹部の内面に相当する位置の離型シートに開口部を設けることで、基体の凹部の
内面に突起部を設けることができる。これは、離型シートの高い弾性を利用したものであ
り、これによって硬い金型のみでは形成させることが困難な形状の突起部を凹部の内面に
形成させることができる。
【００７５】
　離型シートに設けられる開口部は、円形、四角形、長方形、多角形、或いはそれらを組
み合わせた形状や、不定形の形状とすることができる。また、金型に吸着する前に開口部
を設けてもよく、或いは、金型に吸着後に設けてもよい。
【００７６】
　離型シートの材料は、金型との剥離性がよく、更に成型される基体との剥離性がよいも
のが好ましい。また、成型時の温度（１３０℃～１９０℃）において、耐熱性を有するも
のが好ましい。例えば、熱可塑性フッ素樹脂（例えば、ＰＴＦＥ、ＥＴＦＥ）や、ポリオ
レフィンポリマー（ＴＰＸ）、ナイロン等を用いるのが好ましく、更に、基体としては上
述の熱硬化性樹脂を用いるのが好ましい。
【００７７】
　離型シートの厚みは、１０μｍ～１００μｍが好ましく、より好ましくは２０μｍ～７
５μｍ、さらに好ましくは３０μｍ～５０μｍとする。また、金型に設けられる凹凸形状
に合わせて伸縮するよう、伸縮率５００～１０００％のものが好ましく、更に６００～９
００％のものが好ましい。突起部は、成型時に用いる金型に沿って伸ばされた離型シート
の厚みによって、内面からの高さが決まり、またその形状についても、伸ばされた離型シ
ートの形状によって決まる。
【００７８】
　離型シートは単層あるいは複層に構成される。単層からなる離型シートは、柔軟性に優
れ、金型の形状に沿いながら薄く被覆できる利点が得られる。複層からなる離型シートは
、強度を高めながら離型シートに設けられる開口部の大きさを維持することができる。複
層の離型シートを採用する場合、各層は同一あるいは異なる材質のものを適宜選択でき、
例えば伸縮率の異なるシートで構成してもよい。また、離型シートは、シート伸縮の方向
性、エンボス加工の方向なども考慮して選択することができる。
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【００７９】
　（製造方法）
　 以下、実施例１に係る発光装置の製造方法について説明する。
【００８０】
　１．第１の工程
　まず、金属板等からなる支持基板を用意する。この支持基板の表面に保護膜としてレジ
ストを塗布する。このレジストの厚みによって後に形成される導電部材の厚みを調整する
ことができる。レジストは、支持基板の上面だけでなく、下面（反対側の面）に形成して
もよい。その場合、反対側の面のほぼ全面にレジストを設けることで、後述の鍍金によっ
て下面に導電部材が形成されるのを防ぐことができる。
【００８１】
　なお、用いる保護膜（レジスト）はフォトリソグラフィによって形成されるレジストの
場合、ポジ型、ネガ型のいずれを用いてもよい。ここでは、ポジ型のレジストを用いる方
法について説明するが、ポジ型、ネガ型を組み合わせて用いてもよい。また、スクリーン
印刷により形成させるレジストや、シート状のレジストを貼り付ける等の方法も用いるこ
とができる。
【００８２】
　塗布したレジストを乾燥させた後、その上部に開口部を有するマスクを直接又は間接的
に配置させて、マスク上から紫外線を照射して露光する。ここで用いる紫外線は、レジス
トの感度等によって適した波長を選択することができる。その後、エッチング剤で処理す
ることで開口部を有するレジストが形成される。ここで、必要であれば酸活性処理等を行
ってもよい。
【００８３】
　次いで、金属を用いて鍍金することで、レジストの開口部内に導電部材を形成させる。
このとき、鍍金条件を調整することでレジストの膜厚よりも厚くなるように鍍金すること
ができる。これにより導電部材をレジスト（保護膜）の上面にまで形成させ、図１Ａに示
すような横方向に突出した部分を形成させることができる。鍍金方法としては、用いる金
属によって、又は目的の膜厚や平坦度に応じて当該分野で公知の方法によって適宜選択す
ることができる。例えば、電解鍍金、無電解鍍金等を用いることができる。特に、電解鍍
金を用いるのが好ましく、これによりレジスト（保護膜）を除去し易く、導電部材を均一
な形状で形成し易くなる。また、最表層（例えばＡｇ）との密着性を向上させるため、そ
の下の層にストライク鍍金によって中間層（例えばＡｕ、Ａｇ）を形成させるのが好まし
い。鍍金後、保護膜を洗浄して除去することで、離間する複数の導電部材が形成される。
【００８４】
　２．第２の工程
　次いで、導電部材の間に、発光素子からの光を反射可能な基体を形成する。基体は、底
面部及び側面部、更には側面部の内面に形成される突起部の全てがこの工程において一体
成型される。
【００８５】
　成型方法としては、射出成形、トランスファモールド、圧縮成型等の方法によって形成
することができる。例えばトランスファモールドにより基体を形成する場合、導電部材を
複数形成した支持基板を、上型及び下型を有する金型の内に挟み込むようにセットする。
このとき、凹部が形成される側を上型とする場合、この上型の下面に凸部が形成されてお
り、凸部を含む下面全体に離型シートを吸着させておく。また圧縮成型の場合も、同様に
離型シートを採用できる。
【００８６】
　離型シートは、あらかじめ開口部を有するものでもよく、また、金型に装着してから設
けてもよい。その場合、例えば、離型シートを凸部が形成された上型の下面側に押し当て
、更に吸着等によって金型の凸部に沿うように伸ばす。その後、圧力を懸けながら樹脂を
注入することにより、樹脂の流動抵抗により引き伸ばされた離型シートが伸び率の限界を
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越えることで、成型後の基体の凹部の内面に相当する金型の凸部の側面に、容易に開口部
を生じさせることができる。
【００８７】
　金型の内には基体の原料である樹脂ペレットが挿入されており、支持基板と樹脂ペレッ
トとを加熱する。樹脂ペレット溶融後、加圧して金型内及び離型シートの開口部内に充填
する。加熱温度や加熱時間、また圧力等は、用いる樹脂の組成等に応じて適宜調整するこ
とができる。硬化後、金型及び離型シートから取り出して成型品を得ることができる。
【００８８】
　３．第３の工程
　次いで、基体の凹部の底面に、接合部材を用いて発光素子を接合し、導電性ワイヤを用
いて導電部材と電気的に接続可能なようにする。
【００８９】
　４．第４の工程
　その後、凹部内に透光性樹脂を含む封止部材を充填する。これによって、発光素子を封
止部材で被覆する。封止部材は、凹部の側壁と略同一高さになるように設けるのが好まし
いが、これに限らず、側壁よりも低く又は高くなるよう形成してもよい。また、上面は平
坦な面としてもよく、或いは、中央が凹んだ、又は突出したような曲面状に形成してもよ
い。また、封止樹脂は１層構造でもよく、或いは、組成や特性が異なる２層以上の多層構
造としてもよい。
【００９０】
　封止部材を硬化することで発光装置の集合体を得ることができ、この集合体から支持基
板を剥がして除去する。
【００９１】
　５．第５の工程
　最後に、凹部と凹部の間の側壁を切断して個片化することで、図１Ａに示すような凹部
を１つ有する発光装置を得ることができる。個片化の方法としては、ブレードによるダイ
シング、レーザ光によるダイシング等種々の方法を用いることができる。
【実施例２】
【００９２】
　以上の実施例１では、突起部を側壁内面の短辺側に設けた例を説明した。ただ、突起部
を、短辺側に代えて、又はこれに加えて、長辺側に設けることもできる。このような例を
実施例２として、図２Ａ～図２Ｃに示す。これらの図において、図２Ａは実施例２に係る
発光装置２００を示す斜視図であり、図２Ｂは図２ＡのＩＩＢ－ＩＩＢ’断面における断
面図を、また図２Ｃは図２ＡのＩＩＣ－ＩＩＣ’断面における断面図を、それぞれ示す。
図２Ａ～図２Ｃの発光装置２００と図１の発光装置１００は、それぞれの部材に付した符
号において、下二桁の数字を同一とする部材同士を対応させており、図２の発光装置２０
０の各部材における詳細な説明を適宜省略する。
【００９３】
　実施例２の基体２０１は、実施例１の基体１０１と同様、側壁内面の短辺側曲面部に設
けられた突起部２０１ｃに加えて、さらに長辺側にも突起部２０１ｃ’が設けられている
。この例では突起部２０１ｃ’は、基体の側壁部２０１ａの内面であって、底面部２０１
ｂから側壁部２０１ａへの立ち上がり部位の近傍に、基体と一体的に設けられている。こ
の突起部２０１ｃ’も突起部２０１ｃと同様、凹部Ｓの内側に突出する姿勢に形成される
。このようにすることで、凹部Ｓに充填される封止部材２０４と基体２０１との接合界面
での接触面積をより大きくし、さらに突起部２０１ｃ、２０１ｃ’によるアンカー効果に
よって、封止部材２０４を確実に凹部Ｓに固定できる。特に図２Ａの例では、対向する曲
面部にそれぞれ突起部２０１ｃを設けると共に、その中間部分の平面部にも突起部２０１
ｃ’を設けて、封止部材２０４との固定箇所を増やし、信頼性を一層高められる。
【００９４】
　またこの発光装置２００は、凹部Ｓを構成する一対の側壁部２０１ａ同士を、基体２０
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１の底面側で一体に連結される底面部２０１ｂを有しており、この底面部２０１ｂの両端
側上方に突起部２０１ｃ’を設けている。具体的には、対向する導電部材２０２と、その
間に配置された基体の底面部２０１ｂとの境界近傍であって、かつ導電部材２０２が側壁
部２０１ａと略垂直方向に接面する角部近傍に、突起部２０１ｃ’を配置する。このよう
に導電部材２０２の角部近傍において、凹部Ｓの側壁部２０１ａから内側へ突出する突起
部２０１ｃ’を一体に設ける基体２０１は、導電部材２０２と底面部２０１ｂとが熱膨張
率の差により剥離することを有効に抑制できる。
【００９５】
　これは、突起部２０１ｃ’が、凹部Ｓに充填される封止部材２０４と接触する表面積を
稼ぐことで封止部材２０４と強固に連結できるからである。つまり温度上昇等に起因する
封止部材２０４の剥離や浮き上がりを、該突起部２０１ｃ’でもって抑制することができ
る。この結果、封止部材２０４が導電部材２０２と底面部２０１ｂとを上方から広い面積
で押さえつける形態となり、双方が剥離するのを抑制しながら密着性を維持できる。特に
、凹部Ｓの底面は、材質の異なる導電部材２０１と基体の底面部２０１ｂとで構成されて
おり、したがってこれらの境界域に近接する領域、すなわち側壁部２０１ａの下方域に設
けられる突起部２０１ｃ’は、上記の効果を有効に享受でき好ましい。
【００９６】
　なお実施例２の突起部２０１ｃ、２０１ｃ’は、その形状や配列構成を、実施例１の突
起部１０１ｃと同様とすることができる。また突起部１０１ｃ、２０１ｃ、２０１ｃ’は
、凹部Ｓ内において側壁の両側に設けることが好ましいが、いずれか一方に側壁にのみ設
けてもよい。
【００９７】
　（底面係止用窪み２０１ｆ）
　さらに加えて、凹部の側壁のみならず、底面、すなわち基体の底面部にも、封止部材と
の接着力を強化するための係止構造を設けてもよい。この係止構造は、突起部に限られず
、窪みとすることもできる。特に底面部においては、形成しやすさから窪みが好ましい。
例えば、金型成形時に剥離シートを底面部２０１ｂ側に部分的に突出させることで、容易
に窪みを形成できる。
【００９８】
　図２Ａに示す発光装置２００は、基体の底面部２０１ｂに、その一部に底面係止用窪み
２０１ｆを形成している。底面係止用窪み２０１ｆは、図２Ｃの断面図に示すように、基
体の底面部２０１ｂの上側表面から、下方に窪んだ領域としている。底面係止用窪み２０
１ｆは、底面部２０１ｂの厚さを部分的に薄くするように設けられており、基体２０１を
貫通させていない。また、底面係止用窪み２０１ｆの開口部の内径は開口側程広くなるよ
うに形成している。このような窪みを設けることで、凹部Ｓに充填される封止部材２０４
は、その周囲に加えて底面においても、基体２０１との接続界面を非平坦面として、樹脂
の食いつきを向上でき接着強度を改善できる。また、側壁の突起部を設けない形態におい
ても、基体の底面部の窪みで封止部材の固定力強化を図ることができる。
【００９９】
　なお図２Ａ～図２Ｃの底面係止用窪み２０１ｆは、上面側からの平面視において、開口
形状を楕円状としているが、その形状は特に限定されず、矩形状、円状とすることもでき
る。また底面係止用窪み２０１ｆは、深さ方向において開口形状を変化させてもよく、例
えば上側では楕円状とし、下方側では円状に設けることもできる。また基体の底面係止用
窪み２０１ｆは、単数あるいは複数の窪みで形成してもよい。
【０１００】
　さらに窪みは、その内部でさらに窪みを設けることもできる。このような変形例を図２
Ｄの拡大断面図に示す。この図に示す底面係止用窪み２０１ｆは、窪みを深さ方向に変化
させて、二重の凹部としている。図２Ｄの底面係止用窪み２０１ｆは、底面係止用窪み２
０１ｆの開口径を段階的に減少させており、断面形状を略対称な階段状とする。具体的に
底面係止用窪み２０１ｆは、２段階に開口径を減少させている。詳しくは、基体の底面部
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１０１ｂの上側表面に設けられ、かつ第１の開口径を有する第１底面窪み２０６と、この
第１の開口径よりも小さい第２の開口径を有する第２底面窪み２０７とを深さ方向に一体
に構成する。基体の底面部２０１ｂに開口径を複数段階に減少させる底面係止用窪み２０
１ｆを設けることで、凹部内の形状を複雑にできる。この結果、底面係止用窪み２０１ｆ
における内部の表面積を稼ぐことができるため、該凹部内に充填される封止部材２０４と
の密着性をさらに高めることができる。
【０１０１】
　なお実施例２では、第１底面窪み２０６及び第２底面窪み２０７の内面を曲面としてお
り、すなわち隅部をアール状とする湾曲凹部を構成している。湾曲状の底面係止用窪み２
０１ｆは製造が容易であるため好ましい。ただ底面係止用窪み２０１ｆの内部を矩形状と
することもできる。また底面係止用窪み２０１ｆは、３段階以上に開口径を減少させても
よく、さらに開口径を連続して減少させる形態でもよい。
【０１０２】
　さらに実施例１及び実施例２の突起部１０１ｃ、２０１ｃ、２０１ｃ’に加えて、基体
の底面係止用窪み２０１ｆを設ける発光装置２００は、基体２０１の複数方向から封止部
材２０４との密着性を高められる。つまり、図１、図２の場合であれば、凹部Ｓの短辺側
と長辺側における側壁面及び底面側といった３次元方向において基体の内壁面を突起部や
窪みによって凸凹に構成しており、この凹凸部に封止部材２０４を沿わせることで一層の
アンカー効果を高めることができる。
【０１０３】
　（突起部の変形例）
　さらに実施例１及び実施例２の例では、凹部内面に突出させる突起部を円錐台状とした
例を説明したが、上述の通り突起部の形状はこれに限られず、種々の形状とできる。特に
封止部材とのアンカー効果を高める観点からは、突起部の先端において、外径を大きくす
る形状が好ましい。このような変形例を、図３に示す。図３の発光装置は、実施例１及び
実施例２の突起部１０１ｃ、２０１ｃ、２０１ｃ’の変形例であり、突起部を除く他の部
材については図１及び図２と同様であり、したがって対応する部材には、各部材に付す下
二桁の数字を同一として説明を適宜省略する。図３の突起部３０１ｃは、その断面形状を
略Ｔ字状とするマッシュルーム状としており、側壁部３０１ａから略垂直方向に突出した
柱状部３０１ｄと、その柱状部３０１ｄの先端に該柱状部３０１ｄの軸方向と略直交する
方向に広がった扁平部３０１ｅとを有する。断面形状をＴ字状とする突起部３０１ｃは、
その凹凸形状によって封止部材３０４との接合力がより強化される。また封止部材３０４
との接触面積がさらに増えるため、封止部材３０４との密着性も一層高められ好ましい。
【０１０４】
　（製造方法）
　実施例２の発光装置２００の製造方法は、実施例１の発光装置１００の製造方法とほぼ
同様であり、同一の製造工程については詳細な説明を省略する。具体的に、実施例２の製
造方法では、実施例１の製造方法に記載する第２の工程において、離型シートに設ける開
口部の位置を以下に特定する。すなわち、金型をセットした際に対応する導電部材の角部
上方に、離型シートの開口部を設けることで、上述の突起部２０１ｃ’を得ることができ
る。
【０１０５】
　また併せて突起部を断面Ｔ字状に形成する場合の製造方法について以下に説明する。こ
の離型シートに係る開口部の形成位置は、第２の工程の金型内において、後に基体の底面
部２０１ｂを構成する一対の導電部材２０２間の隙間と、後に基体の側壁部２０１ａを構
成する上型及び下型の金型内の空間領域との境界域に対応しており、該境界域では、それ
ぞれの充填領域における容量の差から、充填される樹脂の圧力が異なる。特に金型内にお
いて、導電部材２０２間の狭い隙間と、側壁部用の広い空間領域との境界域では、樹脂に
よる圧力や流速の差から応力がかかりやすく、したがって、この境界域に設けられた離型
シートの開口部内に樹脂が進行しやすい。進行した樹脂は離型シートの開口部を通過し、
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さらに離型シートと金型との隙間に進行して拡散する。この拡散により突起部３０１ｃの
扁平部３０１ｅを構成し、また開口部に充填された樹脂が柱状部３０１ｄをそれぞれ構成
する。
【０１０６】
　したがって、樹脂の進行具合を調整し、例えば故意に樹脂の応力を大きくすることで、
離型シートの開口部への進行を促し、さらには開口部を通過して離型シートと金型との隙
間における拡散率を高めることで、突起部３０１ｃの扁平部３０１ｅの径を大きくできる
。あるいは逆も可能であり、樹脂の流入圧力や流入速度を調節することで突起部の径や厚
みを調節できる。
【０１０７】
　また樹脂の硬化後、該突起部３０１ｃを離型シートの開口部に通過させながら、基体を
金型及び離型シートから取り出す。特に柱状部３０１ｄと比較して径の大きい扁平部３０
１ｅでは、離型シートを伸張して開口部を拡張しながら、これを通過させることが好まし
い。
【０１０８】
　さらに底面係止用窪み２０１ｆの形成方法について以下に説明する。上述の第２の工程
で金型をセットする際、離型シートが装着された上型の凸部の下面が、離型シートの一部
の領域で伸張具合を維持できるようにする。具体的には、上型の隙間から離型シートを真
空などによって引きつけることによって、金型内の隙間に離型シートの張りを調節しなが
ら金型をセットし、導電部材２０２の配置領域の伸張状態を維持する。その後、上下金型
で挟むように導電部材をセットして上型の離型シートに応力を加える。このとき、導電部
材２０２の配設域においては離型シートの伸張具合を維持し、これを支持基板にしっかり
と密着させる。一方、基体の底面部２０１ｂの形成領域、すなわち金型と一対の導電部材
２０２間に構成される隙間では、加圧によって変形され（伸ばされ）た離型シートが、そ
の隙間に寄せられる。すなわち、一対の導電部材の間の隙間の幅よりも広い幅の離型シー
トが隙間内に集められるため、撓みが形成される。
【０１０９】
　この結果、導電部材２０２の配置領域では離型シートの撓みが発生することを回避でき
るため、導電部材２０２と離型シートとの密着性が高まり、導電部材２０２上に樹脂が進
入することを抑制できる。同時に、基体の底面部２０１ｂの形成領域に相当する金型の隙
間内では、その上面が下方に撓んだ離型シートによって構成できるため、この空間形状に
沿った樹脂の成形が可能となる。すなわち該樹脂シートによる窪みの形状に応じた基体の
底面係止用窪み２０１ｆを得る。
【０１１０】
　また離型シートを複層とすることで、上述の複数の底面窪みを有する底面係止用窪み２
０１ｆを形成できる。これは伸縮性を有する複層シートの性質をうまく利用したものであ
り、金型のセットによる応力によって離型シートの複層同士を剥離させる。各シートは互
いの伸縮率が異なるため、金型の隙間内で下方に撓む度合いを異ならせることができ、こ
の結果複層シートの最下面を凸凹に形成できる。すなわち基体の底面部２０１ｂの形成領
域に相当する金型の隙間の形状において、その上面側を複層の離型シートで凸凹に構成す
る複雑な形状とでき、この形状に応じた底面係止用窪みを得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明の発光装置及びその製造方法によれば、小型軽量であって、且つ、光の取り出し
効率や信頼性に優れた発光装置を容易に得ることができる。これらの発光装置は、各種表
示装置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディスプレイのバックライト光源、さらにはデジ
タルビデオカメラ、ファクシミリ、コピー機、スキャナ等における画像読取装置、プロジ
ェクタ装置等にも利用できる。
【符号の説明】
【０１１２】
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１００…発光装置
１０１…基体；１０１ａ…基体の側壁部；１０１ｂ…基体の底面部；１０１ｃ…突起部
１０２…導電部材
１０３…発光素子
１０４…封止部材
１０５…導電性ワイヤ
２００…発光装置
２０１…基体；２０１ａ…基体の側壁部；２０１ｂ…基体の底面部；２０１ｃ…突起部；
２０１ｃ’…突起部；２０１ｆ…底面係止用窪み
２０２…導電部材
２０３…発光素子
２０４…封止部材
２０５…導電性ワイヤ
２０６…第１底面窪み
２０７…第２底面窪み
３０１ａ…側壁部；３０１ｃ…突起部；３０１ｄ…柱状部；３０１ｅ…扁平部
３０２…導電部材
３０３…発光素子
３０４…封止部材
３０５…導電性ワイヤ
Ｓ…凹部

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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